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国家戦略特別区域における指定金融機関の指定について

株式会社沖縄海邦銀行（頭取：上地英由）は、国家戦略特別区域法（以下「法」という。）

第 28 条第 1 項、国家戦略特別区域法施行規則及び、国家戦略特区支援利子補給金交付要

綱に基づき、平成 26 年 10 月 14 日付けで『国家戦略特別区域における指定金融機関の指

定』を受けました。

記

１．国家戦略特別区域とは

 経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化する

とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、規制改革等の施策

を総合的かつ集中的に推進するために、政令により定められた区域をいいます。

 沖縄県については、平成 26 年 5 月 1 日制定の政令により「沖縄県の区域」として

全域が対象地域に定められています。

２．指定金融機関とは

 国家戦略特別区域内において、法に定める特定事業を行うのに必要な資金の貸付け

を適正に実施する金融機関として、内閣総理大臣の指定を受けた金融機関をいいま

す。

 一定の要件の下、指定金融機関が貸付けを行う場合、利子補給金の支給が受けられ

ることから、通常よりも低利でのご融資が可能となります。

当行では、今後においても様々な枠組みを活用しながら、取引先企業の経営支援に努め

ることにより、地域経済の活性化に貢献して参ります。
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